
一
七

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

〔
凡
例
〕

一
、
本
稿
は
、
服
部
南
郭
『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇
の
本
文
と
原
注
に
関
す
る

注
釈
で
あ
る
。

一
、
注
釈
は
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
二
〇
〇
九
年
度
科
目
「
国
文

学
演
習
」（
堀

誠
担
当
）
の
受
講
生
（
上
原

菜
摘
子
、
松
本

豊
、
雨

宮

紗
希
、
橋
本

麻
美
、
三
輪

彩
子
、
崔

海
燕
、
丁
秋
娜
、
李

軍
、

政
岡

依
子
）
が
講
読
担
当
話
の
発
表
資
料
に
基
づ
い
て
原
稿
化
し
た
。

一
、
底
本
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
『
大
東
世
語
』（
寛
延
三
年
〈
一
七
五
〇
〉

刊
）
に
依
り
、
ま
た
典
拠
に
関
し
て
は
同
館
蔵
本
『
大
東
世
語
考
』（
方
寸

菴
漆
鍋
稿
、
寛
延
四
年
〈
一
七
五
一
〉
序
）
を
参
考
に
し
た
。

一
、「
捷
悟
」
篇
の
都
合
十
話
を
、〔
捷
悟
１
〕
の
よ
う
に
順
次
表
記
し
た
。

一
、
注
釈
は
本
文
の
〔
書
き
下
し
文
〕・〔
訳
文
〕、
原
注
の
〔
書
き
下
し
文
〕・〔
訳

文
〕、
お
よ
び
〔
語
釈
〕、〔
典
拠
〕
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

一
、〔
書
き
下
し
文
〕
は
、
原
則
と
し
て
底
本
の
訓
点
を
尊
重
し
つ
つ
、
適
宜
こ

れ
を
改
め
た
。

〔
捷
悟
１
〕

藤
公
兼
家
。
作
二
納
言
一
時
。
夢
二
相
阪
關
値
一レ
雪
。
疑
二
是
凶
一
。
令
レ
占
レ
之
。
占

者
云
。
吉
。
必
應
レ
有
レ
遺
二
斑
牛
一
。
是
其
兆
也
。
果
有
レ
獻
二
斑
牛
一
。
公
悅
。
厚

二
占
者
一
。
賞
二
其
奇
中
一
。
既
而
江
吏
部
①
至
。
公
語
レ
之
。
江
云
。
是
失
占
也
。

夫
雪
白
爾
。
關
而
値
レ
白
。
得
レ
非
三
公
陞
二
關
白
一
耶
②
。
明
年
果
拜
二
丞
相
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

藤
公
兼
家
、
納
言
作た

る
時
、
相
阪
關
に
て
雪
に
値
ふ
と
夢
む
。
是こ

れ
凶
か
と
疑
ふ
。

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

第
二
十
一
号　

二
○
一
一
年
三
月

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿

堀　
　
　

誠
・
上
原
菜
摘
子
・
松
本　
　

豊
・
雨
宮　

紗
希

橋
本　

麻
美
・
三
輪　

彩
子
・
崔　
　

海
燕
・
丁　
　

秋
娜

李　
　
　

軍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



一
八

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

之
を
占
せ
し
む
る
に
、
占
者
云
ふ
、「
吉
な
り
。
必
ず
應
に
斑
牛
を
遺
る
こ
と
有

る
べ
し
。
是
れ
其
の
兆
な
り
」
と
。
果
た
し
て
斑
牛
を
獻
ず
る
こ
と
有
り
。
公

悅
び
て
、
厚
く
占
者
に

ひ
て
、
其
の
奇
中
を
賞
す
。
既
に
し
て
江
吏
部　
至
る
。

公　
之
を
語
る
に
、
江　
云
ふ
、「
是
れ
失
占
な
り
。
夫
れ
雪
は
白
の
み
。
關
に
て

白
に
値
ふ
と
は
、
公　
關
白
に
陞の
ぼ

る
に
非
ざ
る
こ
と
を
得
ん
や
」
と
。
明
年
果
た

し
て
丞
相
に
拜
せ
ら
る
。

〔
訳
文
〕

藤
原
兼
家
が
大
納
言
で
あ
っ
た
と
き
、
逢
坂
の
関
で
雪
に
降
ら
れ
る
と
い
う
夢
を

み
た
。
不
吉
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
、
こ
の
夢
を
占
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
占

い
師
は
、「
吉
で
す
。
き
っ
と
マ
ダ
ラ
牛
を
贈
り
届
け
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
吉
兆
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
そ
の
通
り
、
マ
ダ
ラ
牛
を
献
上
す

る
者
が
あ
っ
た
。
兼
家
は
喜
ん
で
、
占
い
師
に
た
い
そ
う
な
褒
美
を
与
え
、
占
い

が
的
中
し
た
こ
と
を
褒
め
称
え
た
。
ま
も
な
く
し
て
大
江
匡
衡
が
や
っ
て
来
た
。

兼
家
が
こ
の
こ
と
を
告
げ
る
と
、
匡
衡
は
、「
占
い
違
い
で
す
。
そ
も
そ
も
雪
は

白
い
色
を
し
て
い
ま
す
。
関
所
で
白
い
も
の
に
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
兼
家
公
が

関
白
に
昇
任
な
さ
ら
ぬ
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
。
翌
年
、
兼
家
は

そ
の
予
言
通
り
に
関
白
に
任
命
さ
れ
た
。

〔
原
注
〕

①
匡
衡
。

②
關
白
、
丞
相
也
。

〔
書
き
下
し
文
〕

①
匡
衡
な
り
。

②
關
白
は
、
丞
相
な
り
。

〔
訳
文
〕

①
匡
衡
で
あ
る
。

②
関
白
は
丞
相
の
こ
と
で
あ
る
。

〔
語
釈
〕

藤
公
兼
家　

藤
原
兼
家
。
九
二
九
〜
九
九
〇
。
平
安
中
期
の
官
人
。
同
母
兄
に
伊

尹
・
兼
通
、
妹
に
安
子
が
い
る
。
東
三
条
殿
、
法
興
院
摂
政
、
大
入
道
殿

な
ど
と
称
さ
れ
る
。
康
保
四
年
（
九
六
七
）
蔵
人
頭
に
補
さ
れ
、
安
和
二

年
（
九
六
九
）
に
は
従
三
位
中
納
言
、
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
正
三
位
大

納
言
に
昇
進
す
る
。
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
冷
泉
天
皇
の
女
御
と
し
て
入

内
し
た
娘
超
子
に
居
貞
親
王
が
生
ま
れ
、
兼
家
は
外
戚
と
し
て
の
地
位
を

固
め
、
兼
通
と
の
権
力
闘
争
に
勝
ち
、
同
二
年
十
月
に
関
白
に
就
任
し
た
。

そ
し
て
寛
和
三
年
（
九
八
七
）
懐
仁
親
王
を
一
条
天
皇
と
し
て
即
位
さ
せ

る
と
自
ら
摂
政
と
な
り
政
権
を
握
っ
た
。
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
五
月
摂

政
太
政
大
臣
を
辞
し
、
関
白
を
道
隆
に
譲
り
、
出
家
す
る
。
こ
の
年
の
七

月
二
日
、
六
十
二
歳
で
死
去
し
た
。

江
吏
部　

大
江
匡
衡
。
九
五
二
〜
一
〇
一
二
。
大
江
匡
房
の
曽
祖
父
。
永
祚
元
年

（
九
八
九
）
文
章
博
士
、
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
東
宮
学
士
と
な
っ
て
尚

書
・
毛
詩
・
文
選
・
礼
記
・
白
氏
文
集
・
老
子
な
ど
を
講
じ
た
。
博
学
多

才
で
、
優
れ
た
儒
学
者
で
あ
っ
た
。
妻
の
赤
染
衛
門
の
縁
故
で
道
長
に
接

近
し
、
道
長
の
詩
宴
に
は
進
ん
で
陪
席
し
た
が
、
文
人
官
僚
軽
視
の
勢
力

に
は
ば
ま
れ
、
最
後
ま
で
公
卿
の
座
に
つ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
江



一
九

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

吏
部
の
「
吏
部
」
と
は
、
式
部
省
の
唐
名
で
、
国
家
の
儀
式
・
文
官
の
選

任
・
懲
戒
な
ど
を
つ
か
さ
ど
っ
た
。

相
阪
關　

逢
坂
の
関
。
逢
坂
山
に
あ
っ
た
関
所
で
、
六
四
六
年
頃
に
設
置
さ
れ
た
。

東
海
道
と
東
山
道
が
合
し
て
逢
坂
の
関
を
越
え
る
た
め
交
通
の
要
と
な
る

重
要
な
関
所
で
あ
っ
た
。
平
安
京
防
備
の
三
関
の
一
つ
。
七
九
五
年
に
廃

止
さ
れ
た
。
東
関
と
も
い
う
。

斑
牛　

マ
ダ
ラ
牛
。

奇
中　

占
い
が
的
中
す
る
こ
と
。
不
思
議
に
あ
た
る
こ
と
。

失
占　

占
い
違
い
。

丞
相　

中
国
で
、
天
子
を
補
佐
す
る
最
高
の
官
職
。
宰
相
。

〔
典
拠
〕

『
江
談
抄
』
巻
一―

第
三
十
一
話
「
大
入
道
殿
夢
想
の
事
」。

（
雨
宮

紗
希
）

〔
捷
悟
２
〕

御
堂
丞
相
。
初
營
二
東
第
一
。
令
二
藤
有
國
監
造
一
。
西
泉
透
廊
。
南
出
之
上
一
架
。

不
レ

施
二

長
押
木
一
。
公
視
怪
二

其
不
一レ

牢
。
爾
時
有
國
不
レ

辯
而
止
。
及
二

上
東
后

①
册
立
始
入
內
一
。
輿
輦
此
出
。
廊
架
開
濶
。
無
レ
所
二
妨
礙
一
。
有
國
時
在
レ
側
小

咳
。
公
顧
。
則
仰
指
二
廊
上
一
視
レ
公
。
公
始
悟
二
其
慮
頗
遠
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

御
堂
丞
相
、
初
め
東
第
を
營
す
。
藤
有
國
を
し
て
監
造
せ
し
む
。
西
泉
の
透す
い

廊ろ
う

は
、

南
出
の
上
の
一
架
、
長
押
木
を
施
さ
ず
。
公

視
て
其
の
牢か
た

か
ら
ざ
る
を
怪
し
む
。

爾
の
時　

有
國
辯
ぜ
ず
し
て
止
む
。
上
東
后
の
册
立
し
て
始
め
て
入
內
す
る
に
及

び
て
、
輿よ

輦れ
ん　

此
よ
り
出
づ
。
廊
架

開
濶
、
妨ぼ
う

礙が
い

す
る
所
無
し
。
有
國

時
に

側
に
在
り
て
小
咳
す
。
公　
顧
れ
ば
、
則
ち
仰
ぎ
て
廊
上
を
指
し
て
公
に
視し
め

す
。

公　

始
め
て
其
の
慮
り
の
頗
る
遠
な
る
こ
と
を
悟
る
。

〔
訳
文
〕

藤
原
道
長
は
、
か
つ
て
東
三
条
院
を
造
営
し
た
と
き
に
、
藤
原
有
国
に
監
督
さ
せ

た
。
そ
の
西
泉
の
透
廊
は
、
南
に
突
き
出
し
て
お
り
、
そ
の
上
の
一
段
に
は
長
押

木
を
付
け
て
い
な
か
っ
た
。
道
長
公
は
こ
れ
を
見
て
、
構
造
が
堅
牢
で
な
い
こ
と

を
訝
っ
た
が
、
そ
の
と
き
有
国
は
説
明
し
な
い
ま
ま
で
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
。
の

ち
に
上
東
后
（
道
長
の
長
女
、
彰
子
）
が
詔
を
受
け
て
、
始
め
て
入
内
す
る
時
に

な
っ
て
、
輿
が
こ
こ
か
ら
出
た
。
透
廊
は
柱
と
柱
の
間
が
広
々
と
し
て
、
妨
げ
と

な
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
有
国
は
こ
の
と
き
側
に
い
て
小
さ
く
咳
払
い
を
し
た
。

道
長
公
が
振
り
返
る
と
、
有
国
は
透
廊
の
上
を
指
し
て
、
道
長
公
の
ご
覧
に
入
れ

た
。
道
長
公
は
よ
う
や
く
有
国
が
と
て
も
目
先
の
利
く
こ
と
に
気
づ
い
た
の
だ
っ

た
。〔

原
注
〕

①
后
。
御
堂
公
長
女
。
入
爲
二
永
延
帝
妃
一
。
尋
册
爲
レ
后
。
帝
崩
後
。
號
曰
二

上
東
門
院
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

①
后
は
、
御
堂
公
の
長
女
な
り
。
入
り
て
永
延
帝
の
妃
と
爲
る
。
尋
い
で
册
せ

ら
れ
て
后
と
爲
る
。
帝
の
崩
ぜ
し
後
、
號
し
て
上
東
門
院
と
曰
ふ
。



二
〇

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

〔
訳
文
〕

①
后
は
、
御
堂
公
の
長
女
で
あ
る
。
入
内
し
て
永
延
帝
（
一
条
天
皇
）
の
妃
と

な
っ
た
。
す
ぐ
に
立
て
ら
れ
て
后
と
な
っ
た
。
帝
の
崩
御
さ
れ
た
後
は
、
上
東

門
院
と
号
し
た
。

〔
語
釈
〕

御
堂
丞
相　

藤
原
道
長
を
い
う
。
九
六
六
〜
一
〇
二
七
。
平
安
中
期
の
官
人
。
藤

原
兼
家
の
五
男
。
御
堂
関
白
、
御
堂
入
道
な
ど
と
称
さ
れ
る
。
関
白
と

は
呼
ば
れ
る
が
、
摂
政
・
関
白
に
準
じ
た
位
で
あ
る
内
覧
の
立
場
を
貫
い

た
。
長
女
の
彰
子
を
は
じ
め
、
娘
を
次
々
と
入
内
さ
せ
、
外
戚
と
し
て
絶

大
な
権
力
を
得
る
に
い
た
っ
た
。

東
第　

東
三
条
の
邸
第
の
こ
と
。
平
安
京
の
左
京
三
条
（
現
在
の
京
都
市
中
京
区
）

に
あ
っ
た
藤
原
氏
の
邸
宅
。
こ
の
話
に
も
い
う
建
造
時
期
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
道
長
が
実
権
を
握
り
東
三
条
第
を
伝
領
し
た
九
五
五
年
か
ら
、

彰
子
が
皇
后
に
立
て
ら
れ
る
一
〇
〇
〇
年
ま
で
の
間
で
あ
る
と
推
測
さ
れ

る
。
完
成
は
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）。

有
國　

藤
原
有
国
。
九
四
三
〜
一
〇
一
一
。
平
安
中
期
の
公
卿
で
あ
り
官
人
で
、

漢
詩
人
。
藤
賢
と
も
称
さ
れ
る
。
父
は
正
五
位
藤
原
輔
道
で
、
母
は
源

守
俊
（
ま
た
は
済
俊
）
の
娘
の
子
で
あ
る
。
藤
原
兼
家
か
ら
、
平
惟
仲
と

と
も
に
「
左
右
の
眼
」
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
兼
家
か
ら
の
関

白
の
後
継
の
相
談
に
、
有
国
が
藤
原
道
兼
を
推
し
て
い
た
こ
と
が
関
白
と

な
っ
た
藤
原
道
隆
に
知
ら
れ
、
恨
ま
れ
て
官
位
を
奪
わ
れ
る
。
そ
の
後
、

藤
原
道
長
時
代
に
復
権
し
た
が
、
勘
解
由
長
官
の
ま
ま
で
没
し
た
た
め
勘

解
由
相
公
と
も
呼
ば
れ
た
。
博
学
で
漢
詩
に
も
長
け
『
勘
解
由
相
公
集
』

二
巻
を
著
し
、『
本
朝
麗
藻
』、『
類
聚
句
題
抄
』、『
和
漢
兼
作
集
』
な
ど

に
漢
詩
が
あ
る
。
道
長
の
家
司
と
な
り
、
家
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
っ
て
活

躍
し
た
。
初
め
「
在
国
」
と
称
し
た
。
文
章
生
出
身
。

長
押
木　

柱
の
間
の
上
下
に
渡
し
た
飾
り
木
。

牢　
　

か
た
い
。
堅
牢
な
こ
と
。「
か
た
し
」
と
訓
じ
る
。

上
東
后　

藤
原
彰
子
を
い
う
。
九
八
八
〜
一
〇
七
四
。
道
長
の
長
女
で
、
一
条
天

皇
の
中
宮
。
後
一
条
天
皇
、
後
朱
雀
天
皇
の
母
。

册
立　

詔
に
よ
っ
て
皇
后
や
皇
太
子
を
た
て
る
こ
と
。

輿
輦　

天
子
の
乗
る
車
。
こ
こ
で
は
后
妃
の
乗
る
車
を
さ
す
。

妨
礙　

邪
魔
を
す
る
こ
と
。

永
延
帝　

一
条
天
皇
を
い
う
。
九
八
〇
〜
一
〇
一
一
。
円
融
天
皇
の
第
一
皇

子
。
第
六
十
六
代
天
皇
。「
永
延
」
は
、
そ
の
治
政
の
年
号
（
九
八
七
〜

九
八
九
）。

〔
典
拠
〕

『
十
訓
抄
』
第
一―

第
三
十
二
話
。

（
橋
本　

麻
美
）

〔
捷
悟
３
〕

藤
賢
①
聞
レ
有
下
圖
二
暗
打
一レ
己
者
上
。
在
二
暗
處
一
持
レ
油
立
。
果
有
二
來
打
而
過
者
一
。

便
偸
灑
二
其
袖
一
。
明
旦
認
二
汚
袖
一
爲
レ
驗
。
其
人
不
レ
能
二
爭
逃
一
。



二
一

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

〔
書
き
下
し
文
〕

藤
賢　

暗
に
己
を
打
せ
ん
と
圖
る
者
有
り
と
聞
き
て
、
暗
處
に
在
り
て
油
を
持
し

て
立
つ
。
果
た
し
て
來
打
し
て
過
ぐ
る
者
有
り
。
便
ち
偸ひ
そ

か
に
其
の
袖
に
灑そ
そ

ぐ
。

明
旦　

汚
袖
を
認
め
て
驗し
る
しと
爲
す
。
其
の
人
爭
ひ
逃
る
る
こ
と
能
は
ず
。

〔
訳
文
〕

藤
賢
（
藤
原
有
国
）
は
暗
が
り
で
自
分
を
打
ち
す
え
よ
う
と
企
ん
で
い
る
者
が
い

る
と
聞
い
て
、
暗
い
場
所
で
油
を
持
っ
て
立
っ
て
い
た
。
果
た
し
て
打
ち
か
か
っ

て
く
る
者
が
い
た
。
す
ぐ
に
こ
っ
そ
り
と
そ
の
袖
に
油
を
そ
そ
い
だ
。
明
朝
、
汚

れ
た
袖
を
見
分
け
て
証
拠
と
し
た
。
そ
の
人
は
言
い
争
っ
て
逃
げ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

〔
原
注
〕

①
有
國
。
字
賢
。

〔
書
き
下
し
文
〕

①
有
國
な
り
。
字
は
賢
な
り
。

〔
訳
文
〕

①
有
国
で
あ
る
。
字
は
賢
で
あ
る
。

〔
語
釈
〕

藤
賢　

藤
原
有
国
。
九
四
三
〜
一
○
一
一
。
平
安
時
代
中
期
の
公
卿
、
漢
詩
人
。

〔
捷
悟
２
〕〔
語
釈
〕「
有
國
」
参
照
。

暗
打　

ひ
そ
か
に
打
ち
す
え
る
意
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
下
文
に
「
在
暗
處
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
暗
が
り
で
打
ち
懲
ら
す
意
に
解
釈
し
た
。

〔
典
拠
〕

『
江
談
抄
』
巻
三―

第
二
十
話
「
勘
解
由
相
公
、
暗
打
の
事
」。

（
松
本

豊
）

〔
捷
悟
４
〕

上
東
后
帳
內
犬
生
レ

子
。
時
疑
二

禍
妖
一
。
召
二

博
士
江
匡
衡
一

問
レ

之
。
江
奏
曰
。

吉
不
レ

可
レ

言
。
謹
按
二

犬
字
一
。
大
旁
加
レ

一
。
卽
在
レ

上
則
爲
二

天
字
一
。
在
レ

下

則
爲
二
太
字
一
。
配
以
二
子
字
一
。
是
爲
三
太
子
生
爲
二
天
子
一
。
吉
孰
大
焉
。
亡
レ
幾
。

后
生
二
太
子
一
。
卽
レ
位
爲
二

仁
帝
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

上
東
后
の
帳
內　
犬　
子
を
生
め
り
。
時
に
禍
妖
を
疑
ふ
。
博
士
江
匡
衡
を
召
し

て
之
を
問
ふ
。
江　
奏
し
て
曰
く
、「
吉　
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
謹
ん
で
犬
の
字
を
按

ず
る
に
、
大
の
旁
に
一
を
加
ふ
。
卽
ち
、
上
に
在
れ
ば
則
ち
天
の
字
と
爲
る
。
下

に
在
れ
ば
則
ち
太
の
字
と
爲
る
。
配
す
る
に
子
の
字
を
以
て
す
。
是こ

れ
太
子
生
ま

れ
て
天
子
と
爲
る
と
爲
す
。
吉　

孰い
づ
れか
大
な
ら
ん
」
と
。
幾い
く
ばく
も
亡
く
し
て
、
后

太
子
を
生
む
。
位
に
卽
き
て

仁
帝
と
爲
る
。

〔
訳
文
〕

上
東
門
院
（
中
宮
彰
子
）
の
御
帳
の
中
で
、
犬
が
子
を
生
ん
だ
。
こ
れ
を
禍
い

事
と
怪
し
ん
で
、
文
章
博
士
の
大
江
匡
衡
を
呼
ん
で
こ
れ
を
聞
い
た
。
匡
衡
は
、

「
と
て
も
め
で
た
い
こ
と
で
す
。
謹
ん
で
犬
と
い
う
字
を
考
え
て
み
ま
す
に
、
大

と
い
う
字
の
旁
ら
に
一
の
字
を
加
え
て
い
ま
す
。
即
ち
、
上
に
一
が
在
れ
ば
、
天

の
字
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
下
に
在
れ
ば
太
の
字
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
『
子
』



二
二

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

と
い
う
字
を
配
し
ま
す
と
、
太
子
が
生
ま
れ
て
天
子
と
な
る
と
い
う
意
味
に
な
り

ま
す
。
ど
ち
ら
の
字
も
大
変
お
め
で
た
い
事
を
指
し
ま
す
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ

の
後
い
く
ば
く
も
な
く
、
后
が
太
子
を
生
み
、
そ
の
子
が
位
に
即
い
て
寛
仁
帝
と

な
っ
た
。

〔
語
釈
〕

上
東
后　

上
東
門
院
彰
子
。
九
八
八
〜
一
〇
七
四
。
後
一
条
天
皇
寛
仁
帝
の
母
。

〔
捷
悟
２
〕〔
語
釈
〕「
上
東
后
」
参
照
。

禍
妖　

禍
は
わ
ざ
わ
い
。
妖
は
あ
や
し
い
こ
と
、
わ
る
い
こ
と
、
ま
が
ご
と
。

江
匡
衡　

大
江
匡
衡
。
九
五
二
〜
一
〇
一
二
。
平
安
中
期
の
官
人
、
学
者
。
式
部

大
輔
重
光
男
。
母
は
一
条
摂
政
藤
原
伊
尹
家
の
女
房
三
河
。
永
祚
元
年

（
九
八
九
）
文
章
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
博
士
と
し
て
長
保
、
寛
弘
の
年

号
を
勘
申
。〔
捷
悟
１
〕〔
語
釈
〕「
江
吏
部
」
参
照
。

仁
帝　

後
一
条
天
皇
。
一
〇
〇
八
〜
一
〇
三
六
。
第
六
十
八
代
天
皇
。
在
位

一
〇
一
六
〜
一
〇
三
六
。
一
条
天
皇
第
二
皇
子
。
母
は
藤
原
道
長
女
の
中

宮
彰
子
。
名
は
敦
成
。「
寛
仁
」
は
治
政
の
年
号
。

〔
典
拠
〕

『
十
訓
抄
』
第
一―

第
二
十
一
話
。

〔
余
説
〕

『
江
談
抄
』
巻
二―

第
九
話
「
上
東
門
院
の
御
帳
の
内
に
犬
出
で
来
た
る
事
」

に
も
同
様
の
話
を
収
載
す
る
が
、
誕
生
し
た
王
子
を
の
ち
の
後
朱
雀
天
皇
と
し
て

お
り
、
本
話
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
犬
」
の
字
を
め
ぐ
る
分
析
に
関
し
て

も
『
十
訓
抄
』
が
「
天
」
の
字
の
次
に
「
太
」
の
字
を
導
き
出
す
の
に
対
し
て
、『
江

談
抄
』
で
は
「
太
」
の
字
を
先
に
導
き
だ
し
て
い
る
。
物
語
の
展
開
の
異
同
か
ら
、

本
話
は
『
十
訓
抄
』
に
依
拠
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
三
輪

彩
子
）

〔
捷
悟
５
〕

上
東
后
臨
レ
生
二
太
子
一
產
難
。
后
父
御
堂
公
甚
憂
。
乃
開
二
障
子
一
自
レ
內
出
。
咨
二

諸
卿
一
。
更
命
祈
禳
。
藤
有
國
在
二
下
座
一
。
答
曰
。
產
事
已
成
。
何
以
更
祈
。
言

未
レ
畢
。
帳
內
女
侍
乃
走
出
。
告
二
皇
子
生
一
。
皆
呼
二
萬
歳
一
。
後
御
堂
公
問
二
有

國
一
。
何
以
知
レ
之
。
言
向
見
下
公
開
二
障
子
一
出
上
。
謂
障
二│
礙
於
子
一
者
已
開
。
以
レ

是
知
レ
之
。

〔
書
き
下
し
文
〕

上
東
后　

太
子
を
生
む
に
臨
み
て
產
難
な
り
。
后
父　

御
堂
公
甚
だ
憂
ふ
。
乃
ち

障
子
を
開
け
內
自よ

り
出
で
、
諸
卿
に
咨と

ひ
、
更
に
命
じ
て
祈
禳
せ
ん
と
す
。
藤
有

國　

下
座
に
在
り
、
答
へ
て
曰
く
、「
產
事
已
に
成
る
。
何
を
以
て
更
に
祈
ら
ん
」

と
。
言
未
だ
畢
ら
ず
し
て
、
帳
內
の
女
侍
乃
ち
走
り
出
で
て
、「
皇
子
生
る
」
と

告
ぐ
。
皆　

萬
歳
と
呼
ぶ
。
後
に
御
堂
公　

有
國
に
問
ふ
、「
何
を
以
て
之
を
知

る
」
と
。
言
ふ
、「
向さ
き

に
公
の
障
子
を
開
け
出
づ
る
を
見
て
、
謂お
も

へ
ら
く
、『
子
を

障
礙
す
る
者
は
已
に
開
く
』
と
。
是
れ
を
以
て
之
を
知
る
」
と
。

〔
訳
文
〕

上
東
后
（
中
宮
彰
子
）
は
皇
太
子
を
生
む
に
際
し
難
産
で
あ
っ
た
。
后
の
父
の
御

堂
公
（
藤
原
道
長
）
は
大
変
憂
慮
し
た
。
そ
こ
で
障
子
を
開
い
て
内
か
ら
出
て
、

公
卿
た
ち
に
相
談
し
、
更
に
命
じ
て
祈
禱
し
て
祓
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
藤
原
有
国



二
三

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

は
下
座
に
お
り
、
答
え
て
言
っ
た
、「
お
産
は
既
に
成
就
し
ま
し
た
。
ど
う
し
て

更
に
祈
禱
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
。
そ
の
言
葉
が
ま
だ
終
わ
ら
な
い

う
ち
に
、
几
帳
の
中
の
侍
女
が
走
り
出
て
来
て
、「
皇
子
が
お
生
ま
れ
に
な
り
ま

し
た
」
と
告
げ
た
。
み
な
万
歳
を
叫
ん
だ
。
後
に
御
堂
公
は
有
国
に
尋
ね
て
言
っ

た
、「
な
ぜ
そ
れ
が
分
か
っ
た
の
だ
」
と
。
有
国
が
言
う
に
は
、「
先
に
御
堂
公
が

障
子
を
開
け
て
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を
拝
見
し
ま
し
た
。『
皇
子
を
障さ
え
ぎっ
て
い

た
も
の
は
既
に
開
け
放
た
れ
た
』
と
い
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
分
か
っ
た
の
で
す
」

と
。

〔
語
釈
〕

上
東
后　

藤
原
彰
子
。
九
八
八
〜
一
〇
七
四
。
藤
原
道
長
の
長
女
と
し
て
生
れ
一

条
天
皇
の
中
宮
と
し
て
入
内
し
た
。
後
に
後
一
条
天
皇
、
後
朱
雀
天
皇
の

二
人
の
天
皇
を
生
み
国
母
と
な
る
。
院
号
は
上
東
門
院
。〔
捷
悟
２
〕〔
語

釈
〕「
上
東
后
」
参
照
。

太
子　

敦
成
親
王
。
後
の
後
一
条
天
皇
。
一
〇
〇
八
〜
一
〇
三
六
。
一
条
天
皇
の

第
二
皇
子
で
、
母
は
中
宮
彰
子
。
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
に
八
歳
で

即
位
し
、
道
長
が
摂
政
の
座
に
就
い
て
権
勢
を
ふ
る
っ
た
。
長
元
九
年

（
一
〇
三
六
）、
世
継
ぎ
に
恵
ま
れ
な
い
ま
ま
二
十
九
歳
で
崩
御
し
た
。

御
堂
公　

藤
原
道
長
。
九
六
六
〜
一
〇
二
七
。
平
安
中
期
の
公
卿
。
藤
原
兼
家
の

五
男
。
藤
原
家
最
隆
盛
時
代
の
氏
の
長
者
で
あ
る
。
長
女
彰
子
を
一
条
天

皇
の
中
宮
、
次
女
妍
子
を
三
条
天
皇
の
皇
后
、
三
女
威
子
を
後
一
条
天
皇

の
中
宮
と
し
て
入
内
さ
せ
「
一
家
立
三
后
」
を
果
た
し
、
天
皇
家
と
姻
戚

関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
絶
大
な
権
力
を
握
っ
た
。
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）、

後
一
条
天
皇
の
即
位
と
と
も
に
摂
政
に
就
任
、
翌
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）

に
は
摂
政
と
氏
長
者
の
座
を
嫡
男
の
頼
通
に
譲
り
、
後
継
体
制
を
固
め

た
。〔
捷
悟
２
〕〔
語
釈
〕「
御
堂
公
」
参
照
。

障
子　

日
光
や
風
を
遮
る
た
め
に
立
て
た
も
の
の
総
称
で
、
唐
紙
・
ふ
す
ま
・
つ

い
た
て
の
類
。「
子
」
は
接
尾
辞
で
あ
る
が
、
有
国
は
漢
字
の
多
義
性
を

利
用
し
、
皇
子
の
「
子
」
と
し
て
「
子
を
障さ
え
ぎる
」
意
に
解
釈
し
て
い
る
。

祈
禳　

祈
り
祓
う
。

藤
有
國　

藤
原
有
国
。
九
四
三
〜
一
〇
一
一
。
平
安
中
期
の
公
卿
。
大
宰
大
弐
藤

原
輔
道
の
四
男
。
従
二
位
・
参
議
に
至
る
。
摂
政
藤
原
兼
家
に
よ
り
、
平

惟
仲
と
共
に
「
左
右
の
眼
」
と
し
て
重
く
用
い
ら
れ
た
。
博
学
多
識
に
し

て
漢
詩
を
能
く
し
、『
勘
解
由
相
公
集
』
二
巻
を
著
し
た
。『
本
朝
麗
藻
』

な
ど
に
も
そ
の
作
が
多
く
採
ら
れ
る
。〔
捷
悟
２
〕〔
語
釈
〕「
藤
有
國
」

参
照
。

障
礙　

さ
ま
た
げ
る
、
邪
魔
す
る
。

〔
典
拠
〕

『
十
訓
抄
』
第
一―

第
二
十
一
話
。

（
上
原

菜
摘
子
）

〔
捷
悟
６
〕

仁
帝
卽
位
後
。
上
東
太
后
入
見
。
顧
二
覽
宮
中
一
。
乃
歎
曰
。
先
帝
崩
後
未
レ
幾
。

禁
內
百
爾
。
一
何
衰
哉
。
帝
心
慚
懼
。
時
黃
門
源
顯
基
。
適
在
二
戸
外
一
。
無
レ
端

口
吟
二

朗
詠
佳
句
一
二
一
。
太
后
聞
レ

之
。
又
曰
。
此
唯
足
レ

存
二

想
往
時
之
盛
一
。



二
四

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

帝
乃
解
レ
顏
。

〔
書
き
下
し
文
〕

仁
帝　

卽
位
の
後
、
上
東
太
后

入
見
す
。
宮
中
を
顧
覽
し
て
、
乃
ち
歎
じ
て

曰
く
、「
先
帝
の
崩
後　

未
だ
幾い
く
ば
く
な
ら
ず
し
て
、
禁
內
の
百
ひ
ゃ
く

爾じ

、
一
に
何
ぞ
衰

へ
た
る
や
」
と
。
帝　
心　
慚
懼
す
。
時
に
黃
門
の
源
顯
基
、
適た
ま

た
ま
戸
外
に
在
り
、

端
無
く
も
口
に
朗
詠
の
佳
句
の
一
二
を
吟
ず
。
太
后　

之
れ
を
聞
き
て
、
又
た
曰

く
、「
此
れ
唯
だ
往
時
の
盛
を
存
想
す
る
に
足
れ
り
」
と
。
帝
乃
ち
顏
を
解
く
。

〔
訳
文
〕

寛
仁
帝
（
後
一
条
天
皇
）
が
即
位
の
後
、
上
東
門
院
が
宮
中
に
お
出
ま
し
に
な
り
、

そ
の
様
子
を
一
わ
た
り
ご
覧
に
な
っ
て
、
嘆
息
し
て
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
は
、「
先

帝
（
一
条
天
皇
）
が
ご
崩
御
に
な
っ
て
い
く
ば
く
も
経
た
な
い
の
に
、
宮
中
の
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
す
っ
か
り
衰
微
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
。
帝
は
心
中
恥
ず
か
し

く
思
わ
れ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
中
納
言
の
源
顕
基
が
戸
外
に
居
合
わ
せ
、

朗
詠
に
ふ
さ
わ
し
い
一
、二
句
を
思
い
が
け
ず
口
ず
さ
ん
だ
。
上
東
門
院
は
そ
れ

を
お
聞
き
に
な
る
と
、「
こ
れ
だ
け
が
往
時
の
隆
盛
を
深
く
思
い
起
こ
す
に
十
分

で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
帝
も
や
っ
と
顔
つ
き
を
和
ら
げ
た
。

〔
語
釈
〕

仁
帝　

後
一
条
天
皇
。
一
〇
〇
八
〜
一
〇
三
六
。
第
六
十
八
代
天
皇
。
在
位

一
〇
一
六
〜
一
〇
三
六
。〔
捷
悟
４
〕〔
語
釈
〕「

仁
帝
」
参
照
。

上
東
太
后　

上
東
門
院
彰
子
。
九
八
八
〜
一
〇
七
四
。
後
一
条
天
皇
（
寛
仁
帝
）

の
母
。〔
捷
悟
２
〕〔
語
釈
〕「
上
東
后
」
参
照
。

入
見　

入
朝
し
て
ま
み
え
る
。
こ
こ
で
は
、
帝
の
も
と
を
訪
れ
、
面
会
す
る
こ
と
。

顧
覽　

見
回
す
。
回
視
。

禁
内　

禁
中
。
宮
中
。

百
爾　

も
ろ
も
ろ
の
こ
と
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
。
爾
は
助
字
。

源
顯
基　

一
〇
〇
〇
〜
一
〇
四
七
。
平
安
時
代
後
期
の
公
卿
。
権
大
納
言
源
俊
賢

の
長
男
。
後
に
関
白
藤
原
頼
通
の
猶
子
と
な
る
。
蔵
人
頭
・
参
議
な
ど
を

歴
任
し
、
従
三
位
権
中
納
言
に
至
る
。
後
一
条
天
皇
の
恩
寵
厚
く
、
天
皇

崩
御
後
、「
忠
臣
は
二
君
に
仕
え
ず
」
と
し
て
出
家
し
た
。

無
端

ゆ
く
り
な
く
、
思
い
も
よ
ら
ず
、
き
っ
か
け
や
原
因
も
な
し
に
。

口
吟

詩
歌
な
ど
を
口
ず
さ
む
こ
と
。

朗
詠　

高
ら
か
に
朗
吟
す
る
こ
と
。
又
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
略
称
。「
朗
詠
佳
句
」

の
四
字
は
「『
和
漢
朗
詠
集
』
の
佳
句
」
の
意
に
特
定
せ
ず
、
朗
詠
す
る

に
ふ
さ
わ
し
い
句
の
意
に
解
し
た
。

存
想

深
く
考
え
る
。
熟
慮
。

解
顏

顔
を
と
く
、
容
貌
を
和
ら
げ
る
。
歓
笑
す
る
。

〔
典
拠
〕

『
十
訓
抄
』
第
六―

第
十
一
話
。

（
丁　

秋
娜
）

〔
捷
悟
７
〕

承
保
帝
卽
位
初
。
宮
中
火
。
上
倉
卒
出
二

南
殿
一
。
從
官
未
レ

至
。
有
レ

人
走
入
。

徑
赴
二

火
所
一
。
急
移
二

御
寶
一
。
又
赴
二

衞
陳
一
。
引
二

出
輦
車
一
。
二

於
階
前
一
。

上
乃
見
二

其
有
一レ

幹
。
未
レ

知
レ

爲
レ

誰
。
問
二

其
名
一
。
便
應
曰
。
左
少
辨
正
家
。



二
五

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

上
曰
。
若
是
辨
官
。
宜
レ
備
二
近
側
一
。
正
家
素
與
二
江
匡
房
一
竝
稱
。
而
江
以
レ
侍
二

東
宮
一
。
朝
夕
風
議
。
上
未
レ
聞
レ
有
二
正
家
一
。
乃
造
次
具
レ
官
上
謁
。
當
時
稱
二
其

機
警
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

承
保
帝
卽
位
の
初
め
、
宮
中
に
火
あ
り
。
上　

倉
卒
に
し
て
南
殿
に
出
づ
。
從
官

未
だ
至
ら
ず
。
人
有
り
て
走
り
て
入
る
。
徑た
だ
ちに
火
所
に
赴
き
、
急
に
御
寶
を
移
し
、

又
た
衞
陳
に
赴
き
、
輦
車
を
引
き
出
し
て
、
階
前
に

し

す
。
上　
乃
ち
其
の
幹
有

る
を
見
て
、
未
だ
誰
爲な

る
こ
と
を
知
ら
ず
、
其
の
名
を
問
ふ
。
便
ち
應
じ
て
曰
く
、

「
左
少
辨
正
家
」
と
。
上　
曰
く
、「
若
し
是
れ
辨
官
な
ら
ば
、
宜
し
く
近
側
に
備

ふ
べ
し
」
と
。
正
家　

素
よ
り
江
匡
房
と
竝
び
稱
せ
ら
る
。
而
し
て
江
は
東
宮
に

侍
す
る
を
以
て
、
朝
夕
に
風
議
す
。
上

未
だ
正
家
有
る
こ
と
を
聞
か
ず
。
乃
ち

造
次
に
官
を
具
し
て
上
謁
す
。
當
時　

其
の
機
警
を
稱
す
。

〔
訳
文
〕

承
保
帝
（
白
河
天
皇
）
が
即
位
し
た
ば
か
り
の
頃
、
宮
中
で
火
事
が
あ
っ
た
。
帝

は
急
遽
南
殿
へ
避
難
な
さ
っ
た
。
家
臣
た
ち
が
ま
だ
到
達
し
な
い
う
ち
に
、
走
っ

て
く
る
者
が
い
た
。
す
ぐ
に
火
元
に
駆
け
つ
け
、
急
い
で
神
器
を
移
動
し
、
さ

ら
に
侍
衛
の
者
の
控
え
の
場
に
赴
い
て
輦
車
を
引
き
出
し
て
、
階
段
の
前
に
つ
け

た
。
帝
は
そ
の
器
量
を
見
て
と
っ
た
が
、
誰
で
あ
る
か
が
わ
か
ら
ず
、
名
前
を
問

わ
れ
た
。
す
ぐ
に
応
じ
て
い
う
こ
と
に
は
、「
左
少
弁
の
正
家
で
す
」
と
。
帝
は
、

「
そ
の
方
が
弁
官
で
あ
る
な
ら
ば
、
側
近
く
に
控
え
お
る
が
よ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
。
正
家
は
も
と
も
と
大
江
匡
房
と
並
び
称
せ
ら
れ
て
い
た
。
大
江
匡
房
は
皇
太

子
に
近
侍
し
て
い
る
の
で
、
朝
な
夕
な
に
活
発
な
論
議
を
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、

帝
は
ま
だ
正
家
と
い
う
人
材
が
い
る
こ
と
を
お
聞
き
及
び
で
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

正
家
は
咄
嗟
に
官
名
を
伴
っ
て
拝
謁
し
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
人
々
は
そ
の
機

転
を
賞
賛
し
た
。

〔
語
釈
〕

承
保
帝　

白
河
天
皇
。
一
○
五
三
〜
一
一
二
九
。
第
七
十
二
代
天
皇
。
在
位
一
○

七
二
〜
一
○
八
六
。
最
も
専
制
君
主
的
な
天
皇
で
あ
っ
た
。
譲
位
後
、
鳥

羽
天
皇
の
頃
よ
り
全
面
的
に
政
務
を
掌
握
し
、
所
謂
「
院
政
」
の
完
成
を

見
る
。
太
政
官
は
政
務
の
執
行
機
関
の
よ
う
に
な
り
、
実
際
に
は
大
江
匡

房
が
諮
問
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
承
保
」
は
白

河
天
皇
治
世
の
年
号
。
一
○
七
四
〜
一
○
七
七
。
勧
申
者
は
文
章
博
士
藤

原
正
家
。

倉
卒　

急
に
。
俄
か
に
。

衞
陳　
「
衛
」
は
ま
も
り
、
宿
衛
、
侍
衛
の
意
。「
陳
」
は
「
陣
」
に
通
じ
、
居
所

を
表
す
。

輦
車　

手
ぐ
る
ま
。
人
が
引
く
車
。
典
拠
に
よ
れ
ば
「
御
輿
」
と
あ
る
。
二
本
の

長
柄
の
上
に
屋
形
を
作
り
、
そ
こ
に
人
を
乗
せ
て
運
ん
だ
乗
り
物
で
、
肩

に
か
つ
ぐ
も
の
を
「
輦
」
と
呼
ぶ
。

　
「

し

」
に
同
じ
。
車
を
あ
と
ず
さ
り
さ
せ
て
堂
前
に
つ
け
る
こ
と
。

幹　
　

才
幹
。
才
能
、
器
量
。

左
少
辨　

弁
官
の
一
つ
。
語
釈
「
辨
官
」
参
照
。

正
家　

藤
原
正
家
。
一
○
二
六
〜
一
一
一
一
。
平
安
時
代
の
文
人
。
治
暦
元
年
（
一

○
六
五
）
に
文
章
博
士
と
な
り
、
次
い
で
弁
官
を
歴
任
し
た
。
大
江
匡
房



二
六

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

と
並
び
称
せ
ら
れ
、
天
皇
へ
の
進
講
、
年
号
の
勧
申
な
ど
を
行
っ
た
。
観

相
に
優
れ
、
白
河
院
や
藤
原
忠
実
な
ど
を
相
し
た
話
が
伝
わ
る
。

辨
官　

太
政
官
の
判
官
・
左
大
弁
・
左
中
弁
・
左
少
弁
・
右
大
弁
・
右
中
弁
・
右

少
弁
に
分
け
、
八
省
の
事
務
を
分
割
し
た
。

江
匡
房　

大
江
匡
房
。
一
○
四
一
〜
一
一
一
一
。
平
安
時
代
の
学
者
。
江
帥
・
江

都
督
な
ど
と
称
さ
れ
る
。
諸
道
に
精
通
し
、
文
才
に
優
れ
た
。『
江
家
次

第
』、『
江
帥
集
』
が
あ
り
、
そ
の
談
話
を
記
し
た
『
江
談
抄
』
が
あ
る
。

風
議　

活
発
に
議
論
す
る
こ
と
。
又
、
諷
諫
論
議
す
る
こ
と
。

造
次　

わ
ず
か
の
間
。「
倉
卒
」
に
同
じ
。

機
警　

物
事
の
悟
り
の
早
い
こ
と
。

〔
典
拠
〕

『
今
鏡
』「
す
べ
ら
ぎ
の
上
」。

〔
備
考
〕

典
拠
に
よ
れ
ば
、
こ
の
出
来
事
は
後
三
条
天
皇
即
位
の
年
、
治
承
四
年
（
一
○

六
八
）
十
二
月
十
一
日
の
こ
と
と
す
る
。
後
三
条
天
皇
は
第
七
十
一
代
天
皇
、
在

位
一
○
六
八
〜
一
○
七
二
。

（
政
岡　

依
子
）

〔
捷
悟
８
〕

永
保
中
。
京
畿
有
レ

。
帝
欲
レ
令
二
高
僧
禳
一
焉
。
夢
或
告
曰
。
竹
人
禳
レ
災
。
覺

問
二
群
臣
一
。
皆
不
レ
能
レ
解
。
江
匡
房
奏
曰
。
請
命
二
範
俊
一
。
帝
問
二
其
故
一
。
江
曰
。

範
俊
從
二
竹
人
一
。
時
俊
隱
二
那
智
山
一
。
帝
乃
詔
レ
俊
出
爲
二
僧
正
一
①
。

〔
書
き
下
し
文
〕

永
保
中
、
京
畿　

有
り
。
帝　

高
僧
を
し
て
禳は
ら

は
せ
ん
と
す
。
夢
に
或
る
ひ
と

告
げ
て
曰
く
、「
竹
人　

災
を
禳
は
ん
」
と
。
覺
め
て
群
臣
に
問
ふ
。
皆　

解
す

る
こ
と
能
は
ず
。
江
匡
房　

奏
し
て
曰
く
、「
請
ひ
て
範
俊
に
命
ぜ
ん
」
と
。
帝

其
の
故
を
問
ふ
。
江　

曰
く
、「
範
俊
は
竹
人
に
從
ふ
」
と
。
時
に
俊　

那
智
山

に
隱
る
。
帝　

乃
ち
俊
に
詔
し
て
出
で
て
僧
正
と
爲な

ら
し
む
。

〔
訳
文
〕

永
保
年
間
の
こ
と
、
畿
内
に
災
厄
が
あ
っ
た
。
白
河
帝
は
高
僧
に
祓
わ
せ
よ
う
と

な
さ
っ
て
い
た
。
夢
の
中
で
あ
る
人
が
告
げ
て
言
う
こ
と
に
は
、「
竹
人
が
災
い

を
祓
う
で
あ
ろ
う
」
と
。
帝
は
目
が
覚
め
て
そ
の
こ
と
を
群
臣
に
お
尋
ね
に
な
っ

た
が
、
み
な
分
か
ら
な
か
っ
た
。
大
江
匡
房
が
奏
し
て
言
う
こ
と
に
は
、「
範
俊

に
命
じ
ま
し
ょ
う
」
と
。
帝
が
そ
の
理
由
を
お
尋
ね
に
な
る
と
、
大
江
匡
房
は
、

「
範
俊
は
そ
の
名
が
竹
（
竹
冠
）
と
人
（
人
偏
）
と
に
依
っ
て
お
り
ま
す
」
と
答

え
た
。
そ
の
時
、
範
俊
は
那
智
山
に
隠
れ
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
帝
は
範
俊
に
詔

を
下
し
、
那
智
山
か
ら
出
て
僧
正
と
な
ら
せ
た
。

〔
原
注
〕

①
俊
事
東
寺
成
尊
。
與
義
範
齊
名
。
後
以
事
潛
藏
那
智
山
。

〔
書
き
下
し
文
〕

①
俊　

東
寺
の
成
尊
に
事つ
か

へ
て
、
義
範
と
名
を
齊
し
く
す
。
後　

事
を
以
て
那

智
山
に
潛
藏
す
。

〔
訳
文
〕

①
範
俊
は
東
寺
の
成
尊
に
仕
え
て
、
義
範
と
並
び
称
せ
ら
れ
た
。
後
に
事
情
に



二
七

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

よ
っ
て
那
智
山
に
潜
み
隠
れ
た
。

〔
語
釈
〕

永
保

白
河
天
皇
治
世
の
年
号
。
一
〇
八
一
〜
一
〇
八
四
。

京
畿　
「
畿
内
」
に
同
じ
く
、
帝
都
付
近
の
地
域
。
我
が
国
で
は
五
畿
内
、
即
ち

大
和
・
山
城
・
河
内
・
和
泉
・
摂
津
の
五
ヵ
国
を
さ
す
。

　
　

災
い
。

禳　
　

祓
う
。
神
を
祭
っ
て
変
異
を
祓
い
避
け
る
。

江
匡
房　

大
江
匡
房
。
一
〇
四
一
〜
一
一
一
一
。
平
安
時
代
の
歌
人
・
学
者
。〔
捷

悟
７
〕〔
語
釈
〕「
江
匡
房
」
参
照
。

請
命　

朝
廷
の
命
令
に
よ
っ
て
官
吏
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
。

範
俊　

一
〇
三
八
〜
一
一
一
二
。
平
安
後
期
の
真
言
僧
。
成
尊
の
弟
子
。
法
眼
、

権
少
僧
都
、
権
大
僧
都
、
法
印
を
歴
任
し
、
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
東

寺
長
者
を
兼
ね
、
翌
年
に
法
務
を
兼
帯
。
天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
権
僧

正
と
な
る
。

那
智
山　

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
の
山
岳
地
帯
の
総
称
。
烏
帽
子
山
・

光
ヶ
峯
・
妙
法
山
な
ど
に
囲
ま
れ
た
一
帯
を
さ
す
。
那
智
山
に
は
神
社
や

寺
が
多
く
、
古
く
か
ら
信
仰
の
山
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
那
智
山
で
は
大
滝

を
め
ぐ
る
神
域
が
修
法
の
た
め
の
荒
行
の
場
と
な
り
、
多
く
の
遺
跡
が
残

さ
れ
て
い
る
。

僧
正　

僧
官
の
名
。
僧
綱
（
僧
尼
を
統
領
し
、
法
務
を
統
轄
す
る
僧
官
）
の
一
。

己
を
正
し
、
他
を
も
正
し
、
克
く
政
令
を
敷
い
て
僧
侶
の
非
行
を
正
す
こ

と
を
掌
る
。

東
寺　

教
王
護
国
寺
の
通
称
。
京
都
市
南
区
九
条
町
に
あ
る
真
言
宗
東
寺
派
の
総

本
山
で
あ
る
。

成
尊　

一
〇
一
二
〜
一
〇
七
四
。
平
安
後
期
の
真
言
僧
。
僧
正
仁
海
に
師
事
。
治

暦
元
年
（
一
〇
六
五
）
神
泉
苑
に
お
い
て
請
雨
経
法
を
修
す
る
。
後
三
条

天
皇
の
護
持
僧
、
権
律
師
、
権
少
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

義
範　

一
〇
二
三
〜
一
〇
八
八
。
平
安
後
期
の
真
言
僧
。
惟
信
法
親
王
に
師
事
。

成
尊
よ
り
法
を
受
け
る
。
権
律
師
、
権
少
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
、
東
寺
長
者

と
な
る
。
請
雨
経
法
に
優
れ
、
仁
海
、
成
尊
と
続
く
小
野
流
の
正
統
を
継

ぎ
、
公
明
真
言
修
法
も
義
範
の
こ
ろ
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。

齊
名　

評
判
や
名
声
を
等
し
く
す
る
。
並
び
称
せ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
。

潛
藏　

潜
み
隠
れ
る
。

〔
典
拠
〕

『
元
亨
釈
書
』
巻
十
「
範
俊
法
師
」。

（
李

軍
）

〔
捷
悟
９
〕

妙
音
公
自
二
土
州
一
歸
。
詣
二
上
皇
宮
一
。
皇
命
二
琵
琶
一
曰
。
久
矣
不
レ
聽
二
君
音
一
。

公
乃
拜
。
先
彈
二
嘉
皇
恩
一
。
次
彈
二
還
城
樂
一
。
聽
者
都
歎
二
其
切
一
。

〔
書
き
下
し
文
〕

妙
音
公

土
州
自よ

り
歸
り
、
上
皇
の
宮
に
詣い
た

る
。
皇

琵
琶
を
命
じ
て
曰
く
、「
久

し
き
か
な
君
が
音
を
聽
か
ざ
る
こ
と
」
と
。
公
乃
ち
拜
し
て
、
先
に
嘉か

皇わ
う

恩お
ん

を
彈

じ
、
次
に
還げ
ん

城じ
や
う

樂ら
く

を
彈
ず
。
聽
く
者
都す
べ

て
其
の
切
な
る
を
歎
ず
。



二
八

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

〔
訳
文
〕

妙
音
公
（
藤
原
師
長
）
は
土
佐
国
か
ら
帰
洛
し
、
上
皇
（
後
白
河
院
）
の
宮
に
参

内
し
た
。
上
皇
は
琵
琶
を
言
い
つ
け
て
、「
久
し
く
あ
な
た
が
弾
く
琵
琶
の
音
を

耳
に
し
て
い
な
い
こ
と
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
こ
で
、
妙
音
公
は
お
辞
儀
を

し
て
、
ま
ず
「
嘉
皇
恩
」
を
弾
き
、
次
に
「
還
城
楽
」
を
弾
い
た
。
聞
く
者
は
皆

そ
の
切
々
た
る
音
調
に
感
歎
し
た
。

〔
語
釈
〕

妙
音
公　

藤
原
師
長
。
一
一
三
八
〜
一
一
九
二
。
平
安
後
期
の
公
卿
。
左
大
臣
藤

原
頼
長
の
次
男
。
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
保
元
の
乱
で
、
父
の
頼
長

に
縁
座
し
て
土
佐
に
配
流
さ
れ
た
。
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
召
還
さ

れ
、
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
従
一
位
、
太
政
大
臣
と
な
る
が
、
同
三
年

（
一
一
七
九
）
後
白
河
院
の
近
臣
と
し
て
平
清
盛
に
よ
っ
て
尾
張
に
配
流

さ
れ
た
。
琵
琶
の
名
手
で
、
妙
音
院
と
号
し
た
。

土
州　

土
佐
国
の
別
称
、
今
の
高
知
県
。
流
刑
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
藤
原
師
長

の
ほ
か
に
、
応
天
門
の
変
に
連
座
し
た
紀
夏
井
、
平
治
の
乱
の
源
希
義
、

承
久
の
乱
の
土
御
門
上
皇
、
元
弘
の
乱
の
尊
良
親
王
ら
が
配
流
さ
れ
た
。

上
皇　

後
白
河
院
。
一
一
二
七
〜
一
一
九
二
。
鳥
羽
天
皇
の
第
四
皇
子
。
第

七
十
七
代
天
皇
。
在
位
一
一
五
五
〜
一
一
五
八
。
即
位
の
翌
年
に
保
元
の

乱
が
起
こ
り
、
二
条
天
皇
に
譲
位
。
そ
の
後
、
五
代
三
十
四
年
に
わ
た
っ

て
院
政
を
行
う
。
一
一
六
九
年
に
法
皇
と
な
り
、
造
寺
・
造
仏
を
盛
ん
に

行
い
、
今
様
を
好
ん
で
『
梁
塵
秘
抄
』
を
撰
す
。

嘉
皇
恩　

雅
楽
の
「
賀
王
恩
」。「
感
皇
恩
」
と
も
い
う
。
唐
楽
の
乞
食
調
の
曲
。

管
弦
に
も
舞
楽
に
も
用
い
る
。
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
大
石
峯
良
が
つ
く
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
中
国
に
も
唐
の
太
宗
作
と
さ
れ
る
同
名
の
曲

が
あ
り
、
大
陸
か
ら
輸
入
さ
れ
た
後
に
日
本
で
改
作
さ
れ
た
も
の
か
と
も

推
測
さ
れ
る
。

還
城
樂　

雅
楽
の
曲
名
。「
見
蛇
楽
」「
還
京
楽
」
と
も
い
う
。
唐
楽
に
属
す
る
林

邑
楽
系
で
、
太
食
調
の
曲
。
管
弦
に
も
舞
楽
に
も
用
い
る
。
抜
頭
の
番
舞

で
、
一
説
に
ヴ
ェ
ー
ダ
神
話
の
抜
頭
（

）
王
が
退
治
さ
れ
た
悪
蛇

を
み
て
歓
喜
勇
躍
す
る
様
子
を
表
す
と
い
う
。
ま
た
、
蛇
を
好
ん
で
食
べ

る
西
域
の
人
が
、
蛇
を
見
つ
け
捕
ら
え
て
喜
ぶ
様
子
を
舞
に
し
た
と
も
い

わ
れ
る
。「
還
城
」
は
凱
旋
を
意
味
し
、
唐
の
玄
宗
が
韋
后
の
乱
を
平
定

し
て
帰
還
し
た
と
き
に
作
ら
せ
た
曲
と
も
い
わ
れ
る
。

〔
典
拠
〕

『
十
訓
抄
』
第
一―

第
二
十
五
話
。

（
崔

海
燕
）

〔
捷
悟
10
〕

源
將
軍
賴
朝
。
初
興
二
兵
東
國
一
。
遣
二
藤
九
盛
長
一
。
說
三
房
總
强
家
千
葉
平
經
胤
。

與
二
上
總
平
弘
常
一
。
藤
九
到
レ
總
。
以
二
密
詔
曁
檄
一
視
二
之
千
葉
一
。
千
葉
曰
。
謹

奉
二
上
旨
一
。
當
下
與
二
弘
常
一
謀
而
奔
命
上
。
藤
九
還
。
途
遇
二
千
葉
子
小
太
獵
歸
一
。

駐
レ

馬
相
語
。
小
太
年
十
七
。
乃
以
二

父
答
旨
一

爲
レ

失
。
急
引
二

藤
九
一

歸
。
向
レ

父
曰
。
前
徴
レ
兵
時
。
大
人
既
應
。
今
復
見
二
詔
檄
一
。
且
我
家
非
二
上
總
屬
一
。
何

待
二
弘
常
一
。
應
渉
二
遲
疑
一
。
恐
復
不
可
。
父
乃
決
レ
意
承
レ
命
。



二
九

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

〔
書
き
下
し
文
〕

源
將
軍
賴
朝
、
初
め
て
兵
を
東
國
に
興
す
と
き
、
藤
九
盛
長
を
遣
は
し
、
房
總
の

强
家

千
葉
の
平
經
胤
と
、
上
總
の
平
弘
常
と
に
說
か
し
む
。
藤
九

總
に
到
り
、

密
詔
曁お
よ

び
檄
を
以
て
之
れ
を
千
葉
に
視し
め

す
。
千
葉
曰
く
、「
謹
み
て
上
旨
を
奉
じ
、

當
に
弘
常
と
謀
り
て
奔
命
す
べ
し
」
と
。
藤
九
還
る
。
途
に
千
葉
が
子　

小
太
が

獵
し
て
歸
る
に
遇
ひ
、
馬
を
駐
め
て
相
ひ
語
る
。
小
太　

年
は
十
七
。
乃
ち
父
の

答
旨
を
以
て
失
せ
り
と
爲な

し
、
急
に
藤
九
を
引
き
て
歸
り
、
父
に
向
ひ
て
曰
く
、

「
前
に
兵
を
徴
す
る
時
、
大
人
既
に
應
ず
。
今
復
た
詔
檄
を
見
、
且
つ
我
が
家　

上

總
の
屬
に
非
ず
。
何
ぞ
弘
常
を
待
た
ん
。
應
じ
て
遲
疑
に
渉
る
は
、
恐
ら
く
は
復

た
不
可
な
ら
ん
」
と
。
父
乃
ち
意
を
決
し
て
命
を
承
く
。

〔
訳
文
〕

将
軍
源
頼
朝
が
、
初
め
て
東
国
で
挙
兵
し
た
と
き
、
藤
原
九
郎
盛
長
を
派
遣
し
、

房
総
の
豪
族
で
あ
る
千
葉
の
平
経
胤
と
上
総
の
平
弘
常
の
説
得
に
あ
た
ら
せ
た
。

盛
長
は
房
総
に
到
着
し
、
密
詔
と
檄
文
を
千
葉
に
見
せ
た
。
千
葉
は
、「
謹
ん
で

上
意
を
お
し
い
た
だ
き
、
弘
常
と
相
談
し
て
き
っ
と
ご
命
令
に
従
い
ま
し
ょ
う
」

と
言
っ
た
。
盛
長
は
帰
路
に
就
い
た
。
道
す
が
ら
千
葉
の
息
子
の
小
太
郎
が
猟
を

し
て
帰
る
の
に
出
会
い
、
馬
を
止
め
て
語
ら
っ
た
。
小
太
郎
は
と
き
に
十
七
歳
で

あ
っ
た
が
、
父
の
返
答
が
失
策
で
あ
る
と
思
い
、
急
ぎ
盛
長
を
引
き
連
れ
て
帰
り
、

父
に
む
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
以
前
兵
を
募
っ
て
い
た
時
、
父
上
は
既
に
対
応

な
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
ま
た
詔
書
と
檄
文
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
。
な
お

か
つ
我
が
家
は
上
総
に
つ
き
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
弘

常
を
待
つ
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
挙
兵
に
応
対
し
な
が
ら
ぐ
ず
ぐ
ず
と
決
め

か
ね
て
い
る
の
は
、
き
っ
と
よ
ろ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。
父
は
か
く
て
意
を
決

し
て
命
令
を
承
諾
し
た
。

〔
語
釈
〕

賴
朝　

源
頼
朝
。
一
一
四
七
〜
一
一
九
九
。
鎌
倉
幕
府
初
代
将
軍
で
、
武
家
政
治

の
創
始
者
。
義
朝
の
第
三
子
で
あ
り
、
平
治
の
乱
に
際
し
て
伊
豆
に
配
流

さ
れ
た
が
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
以
仁
王
の
令
旨
を
奉
じ
て
平
家

追
討
の
兵
を
挙
げ
た
。
石
橋
山
の
敗
戦
の
後
、
富
士
川
の
戦
に
大
勝
。
鎌

倉
に
お
い
て
東
国
を
固
め
、
こ
の
地
に
幕
府
を
開
い
た
。

藤
九
盛
長　

安
達
盛
長
。
一
一
三
五
〜
一
二
〇
〇
。
平
安
時
代
末
期
、
鎌
倉
時
代

初
期
の
武
将
。
頼
朝
が
伊
豆
に
配
流
さ
れ
て
い
た
時
か
ら
の
側
近
で
、『
曾

我
物
語
』
に
よ
れ
ば
頼
朝
と
北
条
政
子
の
間
を
取
り
持
っ
た
と
さ
れ
る
。

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
の
頼
朝
挙
兵
に
際
し
て
は
使
者
と
し
て
関
東
武

士
を
ま
と
め
、
石
橋
山
の
戦
い
の
後
は
頼
朝
と
と
も
に
安
房
国
に
逃
れ

た
。
そ
の
際
、
下
総
国
の
大
豪
族
で
あ
る
千
葉
経
胤
を
説
得
し
て
味
方
に

つ
け
た
。
頼
朝
が
再
挙
し
て
鎌
倉
に
本
拠
を
置
き
関
東
を
治
め
る
と
、
元

暦
元
年
（
一
一
八
四
）
の
頃
か
ら
上
野
国
の
奉
行
人
と
な
っ
た
。
別
名
、

藤
九
郎
。

房
總　

安
房
と
上
総
と
下
総
の
総
称
。
現
在
の
千
葉
県
及
び
茨
城
県
の
南
部
に
当

た
る
。

千
葉
平
經
胤　

平
経
胤
。
一
一
一
八
〜
一
二
〇
一
。
常
胤
と
も
。
平
安
時
代
末
期

か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
武
将
。

上
總　

現
在
の
千
葉
県
の
中
央
部
を
指
す
旧
国
名
。



三
〇

『
大
東
世
語
』「
捷
悟
」
篇　

注
釈
稿
（
堀
・
上
原
・
松
本
・
雨
宮
・
橋
本
・
三
輪
・
崔
・
丁
・
李
・
政
岡
）

平
弘
常　

？
〜
一
一
八
三
。
広
常
と
も
。
平
安
時
代
末
期
の
武
将
。
平
治
の
乱
に

際
し
て
は
源
義
朝
に
従
っ
て
戦
っ
た
。
上
総
権
介
と
し
て
上
総
、
下
総
の

両
国
に
所
領
を
持
ち
、
大
き
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
が
、
頼
朝
の
挙
兵
に

す
ぐ
に
応
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
に
大
軍
を
率
い
て
頼
朝
の
も
と
に

参
陣
し
勝
利
に
大
き
く
貢
献
す
る
も
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
に
は
謀

反
を
企
て
た
と
し
て
、
頼
朝
の
命
を
受
け
た
梶
原
景
時
に
よ
っ
て
謀
殺
さ

れ
た
。

密
詔　

内
密
に
下
さ
れ
た
詔
書
。

檄　
　

役
所
が
木
の
札
に
書
い
て
使
者
に
持
た
せ
た
も
の
。
ふ
れ
ぶ
み
。
ま
わ
し

ぶ
み
。

小
太　
『
源
平
盛
衰
記
』
で
は
小
太
郎
と
さ
れ
る
。
経
胤
の
嫡
子
で
あ
る
平
胤
正

と
目
さ
れ
る
が
、
系
図
に
よ
れ
ば
胤
正
は
康
治
元
年
（
一
一
四
一
）
の
生

ま
れ
で
あ
り
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
は
三
九
歳
と
な
っ
て
お
り
、

十
七
歳
と
す
る
こ
の
内
容
に
は
該
当
し
な
い
。
胤
正
の
子
で
あ
る
成
胤
は

久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
の
生
ま
れ
で
こ
の
時
十
五
歳
で
あ
る
た
め
、
あ

る
い
は
成
胤
の
誤
り
か
。

大
人　

子
が
親
を
呼
ぶ
語
。

遲
疑　

疑
い
迷
っ
て
た
め
ら
う
こ
と
。
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
決
行
し
な
い
こ
と
。

〔
典
拠
〕

『
源
平
盛
衰
記
』
巻
二
十
「
佐
殿
大
場
勢
汰
へ
の
事
」。

（
上
原

菜
摘
子
）
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